
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板と、
該半導体基板の上に島状に形成された受光領域と、
該受光領域のすくなくとも中央部を除く領域を遮光するように該半導体基板の上に形成さ
れた遮光マスクと、
を有し、
該遮光マスクは、上部金属膜と下部金属膜とを含み、
該上部金属膜と該下部金属膜とは、すくなくとも部分的に絶縁膜によって分離され、かつ
互いに異なるパターンを有し、

、受光素子。
【請求項２】

受光素子。
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　該上部金属膜および該下部金属膜は、該受光領域の側にある内側端部をそれぞれ有し、
　該上部金属膜の該内側端部は、該受光領域に重畳するかまたは該下部金属膜の該内側端
部よりも近接し、
　該下部金属膜の該内側端部は、該受光領域に該上部金属膜よりも近接しておらず、
　該上部金属膜は、該受光領域から離れた領域に非遮光領域を有しており、
　該下部金属膜は、該上部金属膜の該非遮光領域を遮光している

前記半導体基板上に光吸収層および窓層が順次積層されており、前記受光領域は、該窓層
に島状に形成された拡散領域の下方に位置する該光吸収層の領域である、請求項１に記載
の



【請求項３】
前記上部金属膜と前記下部金属膜とが、前記絶縁膜の開口部を介して電気的に接続してい
る、請求項１に記載の受光素子。
【請求項４】
前記半導体基板の上の外側端部は、前記下部金属膜によって遮光され、かつ前記絶縁膜お
よび前記上部金属膜が該外側端部に形成されていない、請求項１に記載の受光素子。
【請求項５】

拡散領域の一部の上に形成された負電極と、
絶縁膜上の該拡散領域から離れた領域に形成されたパッドと、

負電極と該パッドとを電気的に接続するように該絶縁膜の上に形成された配線と
、

該負電極、該パッド、該配線および該上部金属膜は同一の金属薄膜によって形成されてい
る、 受光素子。
【請求項６】
前記半導体基板の上の前記拡散領域の少なくとも前記中央部を除 面が、前記上部金属
膜および前記下部金属膜の少なくとも一方によって遮光されている、請求項５に記載の受
光素子。
【請求項７】
前記半導体基板の上の前記拡散領域の少なくとも前記中央部を除く領域の一部に形成され
た、前記上部金属膜および前記下部金属膜の何れによっても遮光されていない位置合わせ
マークをさらに有する、請求項６に記載の受光素子。
【請求項８】
前記半導体基板の上の前記窓層および前記光吸収層が部分的に除去されて形成されたコン
タクト穴と、該コンタクト穴の露出した表面に前記下部金属膜が接触するようにして形成
された正電極と、をさらに有する、請求項５に記載の受光素子。
【請求項９】
前記半導体基板の上に形成された正電極と、該半導体基板の裏面に形成された裏面金属膜
と、をさらに有する、請求項５に記載の受光素子。
【請求項１０】
前記半導体基板、前記光吸収層および前記窓層の各側面上に形成された側面金属膜をさら
に有する、請求項５に記載の受光素子。
【請求項１１】

半導体基板上に光吸収層および窓層を順次結晶成長する工程と、
該窓層に島状に不純物を拡散して拡散領域を形成する工程と、
該窓層の上の該拡散領域を含まない領域に下部金属膜を蒸着する工程と、
該窓層の上および該下部金属膜の上に絶縁膜を堆積する工程と、
該絶縁膜をエッチングして該拡散領域の上に開口部を形成する工程と、
金属薄膜を蒸着およびリフトオフして、負電極、パッド、配線および上部金属膜を同時に
形成する工程と、を包含

受光素子の製
造方法。
【請求項１２】
前記下部金属膜がＣｒとＰｔとＡｕとの積層膜である、請求項１１に記載の受光素子の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
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前記
前記
該 をさら
に有し
前記絶縁膜は、前記拡散領域の少なくとも中央部を除く該窓層上に形成され、
　前記上部金属膜は、該拡散領域を取り囲んで該配線とは重ならないように該絶縁膜上に
形成され、

請求項２に記載の

く全

請求項１に記載の受光素子の製造方法であって、

し、
　前記半導体基板上に該光吸収層および窓層が順次積層され、該窓層に島状に形成された
該拡散領域の下方に位置する該光吸収層の領域を前記受光領域としている、



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、受光素子に関する。より詳細には、本発明は、高速の光応答をする受光素子に
おいて本来の光電流よりも非常に遅い応答をする光電流成分（テールカレント）を低減し
た受光素子およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在広く用いられている高速の光応答をする受光素子として、ｐｉｎフォトダイオードが
ある。このｐｉｎフォトダイオードは、半導体材料に使用される材料系によって大別され
る。具体的には、シリコンを材料とするシリコンｐｉｎフォトダイオードと化合物半導体
を材料とする化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードがある。
【０００３】
一般に、ｐｉｎフォトダイオードは以下のようにして作製される。
【０００４】
まず、高濃度のｎ型半導体基板上に低濃度のｎ型半導体層を結晶成長させる。次に、所定
の島状領域に、低濃度のｎ型半導体成長層の成長層表面から途中までｐ型不純物を拡散さ
せて、島状の拡散領域を形成する。その後、この島状のｐ型拡散領域の一部の上面に負電
極を形成し、一方、高濃度のｎ型半導体基板の裏面に正電極を形成する。以上により、ｐ
ｉｎフォトダイオードが作製される。
【０００５】
特に、ＩｎＧａＡｓ／ＩｎＰ等の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードを作製する場合は
、上記の低濃度のｎ型半導体成長層を２層にして形成する。この２層の成長層は、半導体
基板側にある光吸収層と、光吸収層上に形成された光吸収層よりも禁制帯幅の大きい窓層
とからなっている。ここで、禁制帯幅の大きさは、化合物半導体材料およびその組成比を
適切に変化させることによって調節することができる。次いで、これら２層の低濃度のｎ
型半導体層のうち、窓層の所定領域にｐ型不純物を拡散させて島状の拡散領域を形成して
、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードが作製される。シリコンｐｉｎフォトダイオード
では禁制帯幅を変化させることができないので、このような窓層を形成することはできな
い。
【０００６】
上記のようにして作製された化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードの場合、ｐ型拡散領域
の下に位置する光吸収層領域が受光部として機能する。受光部においては、窓層の成長表
面から入射する入射光に応じて光電流が発生される。
【０００７】
より詳細には、まず、ｐ型拡散領域の下に位置する光吸収層領域（受光部）において、光
励起によって電子－正孔対が発生する。そして、この発生した電子－正孔対はｐｎ接合の
電位障壁（電界）によって分離され、電子は高濃度ｎ型半導体基板に移動し、正孔はｐ型
拡散領域に移動する。これらの電子および正孔の移動が、光電流となる。
【０００８】
さらに、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードにおいては、上述したように光吸収層の上
に窓層が設けられているので、量子効率を向上させることができる。この理由は、窓層が
光吸収層よりも大きい禁制帯幅を有しているので、入射光に対して窓層は透明となり、光
吸収層の表面で生じる電子－正孔対の表面再結合を防止できるからである。
【０００９】
ｐｉｎフォトダイオードでは、主に以上のようにして光電流は生じる。しかし、受光部以
外の窓層に光が入射した場合にも、光電流が生じる。このような光電流は正孔の拡散移動
によって生じ、本来の受光部で発生する光電流よりも非常に遅い応答をする。この非常に
応答の遅い光電流は「テールカレント」と呼ばれ、受光素子の用途によっては、大きな問
題となる。このようなテールカレントが生じる機構は、以下の通りである。
【００１０】
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最初に、受光部以外の窓層に入射した光によって、この窓層の下に位置する光吸収層で電
子－正孔対が発生する。しかし、この領域にはｐｎ接合の電位障壁（電界）が存在しない
ので、発生した電子と正孔とは、電界によってではなく、拡散によって移動する。すなわ
ち、発生した電子と正孔とは、それぞれの濃度勾配に従って拡散して、周囲の低濃度領域
へ広がって行く。ここで、電子はｎ－ 層（光吸収層）中の多数キャリアなので、ｎ型基板
まで到達しなくとも、そのまま光電流になっていると考えられる。これに対して、正孔は
、拡散によってｐ型拡散領域に到達したものが光電流となり、それ以外は長時間をかけて
電子と再結合する。このとき、光吸収層中の正孔の寿命時間は長いので、光吸収層中を長
時間拡散した後にｐ型拡散領域に到達する正孔も存在する。このような正孔の拡散移動に
よって生じる光電流がテールカレントである。
【００１１】
テールカレントが生じる原因は、上述のように受光部以外の領域で電子－正孔対が発生す
ることにある。従って、テールカレントを低減する対策として、受光素子の構造を受光部
以外の領域を金属薄膜等の遮光膜で覆うようにすることが考えられる。このようなテール
カレント低減技術は、シリコンｐｉｎフォトダイオードでは、一般に用いられている。
【００１２】
しかし、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードに対しては、このような技術の適用が、実
際の製造プロセス上から困難である。この理由は、化合物半導体材料の空乏層がシリコン
の空乏層よりも非常に狭く、従って、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードの製造には、
非常に高精度の微細加工技術を必要とするからである。この点を、以下により詳細に説明
する。
【００１３】
受光素子において、通常、受光部以外の領域は、金属薄膜等の遮光膜で完全には覆われて
いない。実際には、受光素子の受光領域が形成されている表面には、導電性材料からなる
リング電極、配線およびパッドなどが形成されている。これらと金属薄膜などからなる遮
光膜とが接触するとショートするので、両者の間には間隙を設ける必要がある。この間隙
は遮光されないので、テールカレントを低減するためには間隙はできるだけ小さい方が望
ましく、光の入射面（基板上面）からみて、遮光膜の間隙側の端部（内側端部）が、その
下方に広がる空乏化したｉ層（すなわち、空乏層）の外周部と重なるように形成されてい
れば良い。なぜなら、間隙を通じて空乏層に光が入射しても、空乏層には電界が印加され
ているので非常に速い応答をし、これにより、テールカレントが生じないからである。さ
らに、遮光膜の内側端部と空乏層の外周部とが重なる受光素子構造とすれば、寄生容量が
付加されないという利点もある。
【００１４】
シリコンｐｉｎフォトダイオードでは、空乏層の厚さが１０μｍ以上ある。さらに、この
空乏層は、受光領域の垂直方向だけではなく、受光領域周辺の水平方向にも１０μｍ以上
の幅で広がっている。よって、シリコンｐｉｎフォトダイオードの場合、間隙幅を１０μ
ｍ程度に設定すれば、テールカレントを抑制でき、かつ寄生容量が付加されることもない
。
【００１５】
これに対して、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードでは、空乏層の厚さは２μｍ程度で
あり、水平方向にも２μｍ程度しか広がっていない。従って、化合物ｐｉｎフォトダイオ
ードの場合は、間隙幅を２μｍ程度に設定する必要がある。このように、シリコンｐｉｎ
フォトダイオードに比べて化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードでは、間隙の設定値は非
常に小さく、その実現のためには非常に高精細の加工技術を必要とする。さらに、シリコ
ンに比べて、化合物半導体に対する微細加工技術が遅れているということも一般的事実で
ある。これらの理由から、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードを、遮光膜の内側端部が
その下方に広がる空乏層の外周部と重なるようにして作製することは、非常に困難である
。
【００１６】
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さらに、このように遮光膜の端部を受光領域の端部に近接させて作製する際に、微細加工
精度が低いために、遮光膜と受光領域上のエッジ部に形成されたリング電極とが、設計値
よりも狭い間隔で作製されることがある。このような場合には、遮光膜とリング電極との
間に寄生容量が発生し得る。最悪の場合には、両者がショートする恐れもある。
【００１７】
上述のように、受光部でない領域を遮光膜で覆うという技術を化合物半導体ｐｉｎフォト
ダイオードに適用することは、容易ではない。しかし、この適用を試みた例が、特開平３
－２７６７６９号公報に開示されている。第１の従来例として、図６に、この化合物半導
体ｐｉｎフォトダイオード（受光素子）６００を示す。図６（ａ）は受光素子６００の上
面図であり、図６（ｂ）は図６（ａ）のＸ－Ｙ線に沿った断面図である。
【００１８】
図６（ａ）および（ｂ）を参照して、第１の従来例の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオー
ド６００の構成および製造方法を以下に説明する。
【００１９】
まず、ｎ型ＩｎＰ基板６１上に、ｎ型ＩｎＰバッファ層６２、ｎ型ＩｎＧａＡｓ光吸収層
６３、およびｎ型ＩｎＰ窓層６４を、順次積層して形成する。次に、窓層６４の一部にｐ
型不純物を拡散した拡散領域６６を形成した後に、拡散領域６６と窓層６４の上面に亘っ
て半絶縁性ＩｎＰキャップ層６７を結晶成長する。そして、キャップ層６７に貫通孔を形
成し、この貫通孔にｐ型ＩｎＧａＡｓ導電性埋込み部６８を結晶成長する。続いてｐ型Ｉ
ｎＧａＡｓを結晶成長して、キャップ層６７上に配線層６９およびワイヤボンディング部
７０を形成する。ここで、半絶縁性ＩｎＰキャップ層６７は、配線層６９およびワイヤボ
ンディング部７０と窓層６４との間の層間容量を低減するためのものである。その後、配
線層６９と露出したキャップ層６７上に、ＳｉＮ等の絶縁膜７１を形成する。最後にＴｉ
／Ａｕ等の金属薄膜を蒸着し、パターニングして、ワイヤボンディング部７０上にはパッ
ド７２を、絶縁膜７１上には遮光膜７３をそれぞれ形成する。一方、基板６１の裏面には
、正電極６５を形成する。これにより、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードが作製され
る。
【００２０】
上記の第１の従来例の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオード６００によれば、受光領域７
４以外の領域は、基本的に金属薄膜で覆われた構造となるので、テールカレントが低減さ
れ得る。
【００２１】
あるいはまた、ＩｎＧａＡｓ／ＩｎＰ系の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードに金属遮
光膜を適用した第２の従来例として、特願平９－２２９２１９号が挙げられる。この化合
物半導体ｐｉｎフォトダイオード（受光素子）７００を図７に示す。図７（ａ）は受光素
子７００の上面図であり、図７（ｂ）は図７（ａ）のＸ－Ｙ線に沿った断面図である。
【００２２】
図７（ａ）および（ｂ）を参照して、第２の従来例の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオー
ド７００の構成を以下に説明する。
【００２３】
ｎ型ＩｎＰ半導体基板８１の上には、低濃度ｎ型ＩｎＧａＡｓ光吸収層８２および低濃度
ｎ型ＩｎＰ窓層８３が順次積層されている。窓層８３には、島状にＺｎ等のｐ不純物が拡
散された拡散領域８４が形成されており、拡散領域８４の上にはリング状の負電極８５が
形成されている。一方、拡散領域８４を除く窓層８３の上には、絶縁膜８６が堆積されて
いる。絶縁膜８６の上にはパッド８７が形成されている。ここで、負電極８５とパッド８
７とは、絶縁膜８６の上に形成された配線８８によって電気的に接続されている。さらに
、拡散領域８４を取り囲み、かつ配線８８と重ならないように、絶縁膜８６の上に遮光膜
８９が形成されている。ここで、パッド８７と配線８８と遮光膜８９とは、同時に蒸着さ
れた金属薄膜をパターニングしたものである。さらに、負電極８５も、同じ金属薄膜で形
成されている。半導体基板８１の裏面には、正電極９０が蒸着によって形成されている。
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【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
図６（ａ）および（ｂ）を参照して説明した第１の従来例では、ワイヤボンディングある
いはフリップチップボンディング時に、パッド７２と遮光膜７３とがショートする可能性
がある。この点をより詳細に説明すると、一般に、ｐｉｎフォトダイオードを高速動作さ
せるためには素子容量の低減が必要であり、パッドの面積は、できるだけ小さくする方が
望ましい。さらに、テールカレントを低減するための遮光効果を高めるためには、遮光膜
とパッドとの間隙を小さくする必要がある。ところが、これらの要件を満たすように、パ
ッド面積を小さく、かつパッドと遮光膜との間隙を小さくした場合には、パッドにワイヤ
をボンディングする際に形成されるワイヤ先端の変形部が遮光膜に達して、パッドと遮光
膜がショートする危険性が高くなる。上記の場合に、ワイヤボンディングではなく、フリ
ップチップボンディングでｐｉｎフォトダイオードを実装しても、フォトダイオードチッ
プと配線基板上のバンプの位置ずれによって、同様にパッドと遮光膜がショートする危険
性が高くなる。
【００２５】
一方、図７（ａ）および（ｂ）を参照して説明した第２の従来例によれば、拡散領域８４
の上にある負電極８５と、負電極８５と離れた位置にあるパッド８７とを、配線８８によ
って接続している。この従来例においては、拡散領域８４を取り囲んで形成された遮光膜
８９と配線８８との間隙を極力小さくしているのに対し、パッド８７と遮光膜８９との間
隔を大きくしている。このような配置によって、パッドと遮光膜がボンディング時にショ
ートするという上記第１の従来例の課題を解決している。ここで、パッドと遮光膜との間
隔を大きくしているのは、パッドは本来の受光部拡散領域から離れた位置にあるので、遮
光膜との間隔を必ずしも小さくする必要はないという考えに基づいている。
【００２６】
しかし、実際にはこのような配置にしても、遮光されてない間隙部分、すなわち非遮光領
域が存在するので、微量のテールカレントが生じる。
【００２７】
具体的には、受光部拡散領域が直径１００μｍで、チップサイズが５００μｍ×３００μ
ｍで、低濃度ｎ型ＩｎＧａＡｓ光吸収層のキャリア濃度が１．０～５．０×１０１ ４ ｃｍ
－ ３ 程度である場合に、チップの受光領域中心から約２５０μｍ離れた端部に光が入射す
ると、本来の光応答の１００分の１程度のテールカレントが観測される。このようなテー
ルカレントは、受光素子の用途によっては無視できない大きさである。従って、テールカ
レントの発生を避けるためには、受光領域以外の受光素子表面をチップの端部まで完全に
遮光する必要がある。
【００２８】
さらに上述したように、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードでは、金属遮光膜を有する
シリコンｐｉｎフォトダイオードと比較して、より高精度の微細加工技術を必要とする。
これは、化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードでは、シリコンｐｉｎフォトダイオードに
比べて空乏層の広がりが小さいので、遮光膜をより受光領域に近付ける必要があるからで
ある。さらにこのとき、受光領域上のエッジ部に形成されたリング電極との間に寄生容量
が発生しないようにすることが必要である。
【００２９】
本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものである。詳細には、本発明の
目的は、受光部以外のチップ表面が端部まで遮光されており、パッドと遮光膜がワイヤボ
ンディングあるいはフリップチップボンディング時にショートする危険性がなく、かつ、
遮光膜の導入によって素子容量が増加することがない受光素子の構造を提供することにあ
る。さらに、本発明の他の目的は、上記のような受光素子の製造方法であって、一般の化
合物半導体ｐｉｎフォトダイオードと比較して、工程数の増加が最小限となるような、容
易な製造方法を提供することにある。
【００３０】
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【課題を解決するための手段】
本発明の受光素子は、半導体基板と、該半導体基板の上に島状に形成された受光領域と、
　該受光領域のすくなくとも中央部を除く領域を遮光するように該半導体基板の上に形成
された遮光マスクと、を有し、該遮光マスクは、上部金属膜と下部金属膜とを含み、該上
部金属膜と該下部金属膜とは、すくなくとも部分的に絶縁膜によって分離され、かつ互い
に異なるパターンを有し、

、そのことに
より、上記課題が解決される。
【００３１】

【００３２】
上記上部金属膜と上記下部金属膜とが、上記絶縁膜の開口部を介して電気的に接続してい
ても良い。
【００３３】
上記半導体基板の上の外側端部は、上記下部金属膜によって遮光され、かつ上記絶縁膜お
よび上記上部金属膜が該外側端部に形成されていなくても良い。
【００３４】
本発明の別の局面において、本発明の受光素子は、 拡散領域の一部の上に形成された
負電極と、 絶縁膜上の該拡散領域から離れた領域に形成されたパッドと、 負電極と
該パッドとを電気的に接続するように該絶縁膜の上に形成された配線と 、

該
負電極、該パッド、該配線および該上部金属膜は同一の金属薄膜によって形成され

【００３５】
上記半導体基板の上の上記拡散領域の少なくとも上記中央部を除く概ね全面が、上記上部
金属膜および上記下部金属膜の少なくとも一方によって遮光されていても良い。
【００３６】
上記半導体基板の上の上記拡散領域の少なくとも上記中央部を除く領域の一部に形成され
た、上記上部金属膜および上記下部金属膜の何れによっても遮光されていない位置合わせ
マークをさらに有していても良い。
【００３７】
上記半導体基板の上の上記窓層および上記光吸収層が部分的に除去されて形成されたコン
タクト穴と、該コンタクト穴の露出した表面に上記下部金属膜が接触するようにして形成
された正電極と、をさらに有していても良い。
【００３８】
上記半導体基板の上に形成された正電極と、該半導体基板の裏面に形成された裏面金属膜
と、をさらに有していても良い。
【００３９】
上記半導体基板、上記光吸収層および上記窓層の各側面上に形成された側面金属膜をさら
に有していても良い。
【００４０】
本発明の受光素子の製造方法は、 半導体
基板上に光吸収層および窓層を順次結晶成長する工程と、該窓層に島状に不純物を拡散し
て拡散領域を形成する工程と、該窓層の上の該拡散領域を含まない領域に下部金属膜を蒸
着する工程と、該窓層の上および該下部金属膜の上に絶縁膜を堆積する工程と、該絶縁膜
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該上部金属膜および前記下部金属膜は、該受光領域の側にある
内側端部をそれぞれ有し、該上部金属膜の該内側端部は、該受光領域に重畳するかまたは
該下部金属膜の該内側端部よりも近接し、該下部金属膜の該内側端部は、該受光領域に該
上部金属膜よりも近接しておらず、該上部金属膜は、該受光領域から離れた領域に非遮光
領域を有しており、該下部金属膜は、該上部金属膜の該非遮光領域を遮光し

　前記半導体基板上に光吸収層および窓層が順次積層されており、前記受光領域は、該窓
層に島状に形成された拡散領域の下方に位置する該光吸収層の領域である。

前記
前記 該

をさらに有し 前
記絶縁膜は、前記拡散領域の少なくとも中央部を除く該窓層上に形成され、　前記上部金
属膜は、該拡散領域を取り囲んで該配線とは重ならないように該絶縁膜上に形成され、

ている
。

請求項１に記載の受光素子の製造方法であって、



をエッチングして該拡散領域の上に開口部を形成する工程と、金属薄膜を蒸着およびリフ
トオフして、負電極、パッド、配線および上部金属膜を同時に形成する工程と、を包含

、そのことにより上記
課題が解決される。
【００４１】
上記下部金属膜がＣｒとＰｔとＡｕとの積層膜であっても良い。
【００４２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について、図１Ａから図５を用いて説明する。なお、本明細
書に亘って、「水平方向」とは、半導体基板の基板面に対して水平な方向を言い、「垂直
方向」とは、半導体基板の基板面に対して垂直な方向を言うものとする。さらに、「上面
」および「上方」とは、半導体基板上に結晶成長する層の成長する側の面および成長方向
を言い、「裏面」および「下方」とは、この成長方向と反対の面および方向を言うものと
する。
【００４３】
（実施の形態１）
図１Ａ（ａ）は、本発明の受光素子１００の上面図であり、図１Ａ（ｂ）は、図１Ａ（Ａ
）の受光素子１００のＸ－Ｘ’線に沿った断面図である。図１Ｂは、図１Ａ（ａ）のＹ－
Ｙ’線に沿った断面図である。
【００４４】
まず、本発明の受光素子１００の構成を、図１Ａから図１Ｃを参照しながら以下に説明す
る。
【００４５】
本発明の受光素子１００においては、ｎ型ＩｎＰ半導体基板１の上に、低濃度ｎ型ＩｎＧ
ａＡｓ光吸収層２および低濃度ｎ型ＩｎＰ窓層３が、順次積層されている。窓層３には、
島状にＺｎ等のｐ型不純物が拡散された拡散領域４が形成されている。ここで、拡散領域
４の下方に位置する光吸収層２の領域が、受光領域１４となる。拡散領域４の上には、リ
ング状の負電極５が形成されている。一方、拡散領域４を除く窓層３の上には、例えばＣ
ｒ／Ｐｔ／Ａｕ（約５０ｎｍ／約１００ｎｍ／約２００ｎｍ）の積層膜よりなる下部金属
膜１０が、拡散領域４と近接しないように形成されている。さらに、窓層３と下部金属膜
１０とを覆うようにして、絶縁膜６が形成されている。絶縁膜６の上にはパッド７が形成
され、負電極５とパッド７とは、絶縁膜６の上に形成された配線８によって電気的に接続
されている。さらに、拡散領域４を取り囲み、かつ、配線８と重ならないようにして、絶
縁膜６の上に上部金属膜９が形成されている。ここで、負電極５、パッド７、配線８およ
び上部金属膜９は、同時に蒸着されたＴｉ／Ｐｔ／Ａｕ（約５０ｎｍ／約１００ｎｍ／約
２００ｎｍ）等の金属薄膜をパターニングしたものである。さらにここで、上部金属膜９
と下部金属膜１０との２層が、遮光マスクとして機能する。
【００４６】
なお、図１Ａにおいて、同一金属薄膜よりなる負電極５、パッド７、配線８および上部金
属膜９には、左下がりのハッチングを施しており、下部金属膜１０には、右下がりのハッ
チングを施している。クロスハッチングの領域は、両者が重なった部分を示している。こ
こで、図１Ａの理解を助けるために、図１Ｃ（ａ）には、同時に蒸着された負電極５、パ
ッド７、配線８および上部金属膜９だけのパターンを示し、図１Ｃ（ｂ）には下部金属膜
１０だけのパターンを示している。
【００４７】
さらに、光の入射面（基板上面）から見て上部金属膜９と下部金属膜１０が重なった領域
（図１のクロスハッチング部分）の一部分には、図１Ａおよび図１Ｂに示すように、絶縁
膜６に開口部１１が形成されている。この開口部１１において、上部金属膜９と下部金属
膜１０とが接触して電気的に導通している。また、受光素子１００の上面外周部にある端

10

20

30

40

50

(8) JP 3601761 B2 2004.12.15

し
、前記半導体基板上に該光吸収層および窓層が順次積層され、該窓層に島状に形成された
該拡散領域の下方に位置する該光吸収層の領域を前記受光領域とし



部１２は、下部金属膜１０のみによって遮蔽されている。すなわち、端部１２の上には、
絶縁膜６および上部金属膜９は形成されていない。
【００４８】
一方、半導体基板１の裏面には、正電極３が形成されている。
【００４９】
以上のような本発明の受光素子１００の構成において、絶縁膜６は、例えば厚さ約３０ｎ
ｍのＳｉＮ層と厚さ約５００ｎｍのＳｉＯ２ 層を積層して堆積形成されていることが好ま
しい。この理由は、ＳｉＮ層は受光素子の暗電流を低減するパッシベーション効果を有し
、一方、ＳｉＯ２ 層は、その誘電率がＳｉＮ層よりも低いことにより層間容量を低減する
効果を有するからである。
【００５０】
次に、本発明の受光素子１００の製造方法を、図２（ａ）から（ｄ）を参照して説明する
。
【００５１】
まず、図２（ａ）に示すように、半導体基板１の上に光吸収層２および窓層３をＶＰＥ法
あるいはＭＯＣＶＤ法などにより順次結晶成長させる。その後、窓層３に島状に不純物を
拡散して、拡散領域４を形成する。次に、図２（ｂ）に示すように、窓層３の上にＣｒ／
Ｐｔ／Ａｕを連続蒸着して積層膜を形成し、リフトオフによってパターニングして、下部
金属膜１０を形成する。次に、絶縁膜６の堆積後に、ＨＦ溶液などによりエッチングして
、図２（ｃ）に示すようにパターニングする。この工程により、拡散領域４の上部は露出
され、かつ開口部１１が形成される。次いで、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕを連続蒸着して積層膜を
形成し、リフトオフによってパターニングして、図２（ｄ）に示すように、負電極５、配
線８、パッド７、上部金属膜９を同時に形成する。最後に、半導体基板１の裏面に、正電
極１３を蒸着する。以上のようにして、図１Ａ（ｂ）に示す本発明の受光素子１００が作
製される。
【００５２】
本実施形態によれば、遮光膜、すなわち遮光マスクとして、上部金属膜９と下部金属膜１
０との２層を用いている。上部金属膜９は、受光領域１４の上の負電極５、ならびに負電
極５から引出された絶縁膜６の上の配線８およびパッド７と、同じ金属薄膜によって形成
されている。この場合、負電極５、配線６、パッド７および上部金属膜９は、同一のフォ
トマスクによって加工される。従って、負電極５と上部金属膜９との距離は、マスク合わ
せ精度の影響を受けることなく、同一のマスクパターンによって正確に決定される。これ
により、負電極５と上部金属膜９が設計値よりも近接して形成されて寄生容量が発生した
り、両者が導通してショートしたりする恐れは、全くない。
【００５３】
一方、パッド７と上部金属膜９がボンディング時にショートしないようにするためには、
パッド７と上部金属膜９との間に間隙を設ける必要がある。しかし、本実施形態において
は、上記の目的で設けられるこの間隙を下部金属膜１０によって遮光する構造としている
ので、間隙の下方に位置する光吸収層で正孔－電子対が発生してテールカレントが生じる
ことがない。
【００５４】
本実施形態においては、上述のように、下部金属膜１０を受光領域１４に近接しないよう
に形成することが特に重要である。なぜなら、受光領域１４の上の負電極５と下部金属膜
１０とは、別々のフォトマスクによって加工されるからである。
【００５５】
具体的に説明すると、負電極５と下部金属膜１０との距離は、マスク合わせ精度（加工精
度）の影響を受けて、場合によっては非常に近接して形成される可能性がある。本発明に
よれば、負電極５、配線８およびパッド７と同じフォトマスクで同じ金属薄膜によってパ
ターニングされている上部金属膜９は、受光領域近傍を遮光するために用いられる。これ
に対して、別のフォトマスクで形成される下部金属膜１０は、受光素子１００の上面周辺

10

20

30

40

50

(9) JP 3601761 B2 2004.12.15



部、特にパッド７の下方近傍の遮光に用いられ、特に、上述のように、パッド７と上部金
属膜９との間の間隙の遮光に用いられる。
【００５６】
加えて、本実施形態において、上部金属膜９と下部金属膜１０との間に絶縁膜６が配設さ
れているが、上部金属膜９と下部金属膜１０とは電気的に絶縁される必要はない。例えば
、本実施形態では、上部金属膜９と下部金属膜１０とは、絶縁膜６に形成された開口部１
１を介して電気的に接触している。このような構造により、上部金属膜９および下部金属
膜１０の両方を半導体基板１と同じ電位にすることができるので、上部金属膜９および下
部金属膜１０と半導体基板１との間に浮遊容量が発生することはない。ここで、配線８お
よびパッド７と半導体基板１との間に発生する容量成分は、下部金属膜１０が挿入される
ことでＭＩＳ（金属－絶縁膜－半導体）容量成分からＭＩＭ（金属－絶縁膜－金属）容量
成分となって、その容量値が若干増加することになる。しかし、このような容量値の微量
な増加による影響は、素子全体の容量値に対して無視できる程度である。
【００５７】
さらに、端部１２は、下部金属膜１０のみによって遮蔽されている。すなわち、端部１２
の上には、絶縁膜６および上部金属膜９は形成されていない。
【００５８】
端部１２は、ウエハをチップに分割する際の、いわゆるスクライブレーンである。一般に
、半導体素子が形成された半導体基板の端部には、ウエハをチップに分割する（スクライ
ブする）際のマージンとして、スクライブレーンが設けられている。スクライブレーンの
上に厚い絶縁膜あるいは金属膜が形成されていると、スクライブが良好に行われにくい。
例えば、スクライブによってチップ端部が不規則な形になったり、チップ端部から絶縁膜
あるいは金属膜の割れや剥がれが起こったりする。本実施形態のように、端部１２の上に
絶縁膜６および上部金属膜９を形成していない構造とすることにより、以上のような問題
を回避することができる。
【００５９】
なお、下部金属膜１０は、窓層３の上に直接蒸着されており、かつ遮光を目的として設け
られるので厚膜とする必要もない。従って、下部金属膜１０が端部１２の上に形成されて
いても、スクライブの障害にはならない。
【００６０】
あるいはまた、上記したような本発明の製造方法によれば、不純物拡散による拡散領域４
の形成工程、下部金属膜１０の蒸着による形成工程、および絶縁膜６の堆積による形成工
程、上部金属膜９の蒸着による形成工程の順で、受光素子１００を製造している。この製
造方法は、通常の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードの製造方法と比較して、下部金属
膜１０の蒸着による形成工程が付加されているだけである。従って、工程数をわずか１工
程増加させているにすぎず、工程数の増加は最小限である。
【００６１】
下部金属膜１０の構成材料としては、例えば、ＡｕとＳｎとの合金膜あるいはＴｉとＰｔ
とＡｕとの積層膜が挙げられるが、本実施形態のように、ＣｒとＰｔとＡｕとの積層膜と
することが特に好ましい。この理由は、次の通りである。下部金属膜１０は、半導体層（
本実施の形態においては窓層３）の上に直接蒸着されるので、ＩｎＰ等の化合物半導体層
と合金化する金属材料（例えば、ＡｕとＳｎとの合金膜）を下部金属膜１０に用いること
は、下部金属膜１０と半導体層との間の界面の平滑性が失われるので望ましくない。これ
に対して、ＩｎＰ等の化合物半導体層と合金化しない金属材料としては、ＴｉあるいはＣ
ｒが挙げられる。しかしながら、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜を下部金属膜１０に用いた場
合には、絶縁膜６をＨＦ溶液でエッチングして開口部１１を形成する工程において、下部
金属膜１０のうちのＴｉがサイドエッチングされる。これにより、下部金属膜１０が剥離
してしまうという問題がある。一方、Ｃｒ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜を下部金属膜１０に用い
た場合には、このようなサイドエッチングが起こらないので、下部金属膜１０が剥離する
ことがない。さらに、Ｃｒ／Ｐｔ／Ａｕの積層膜は、正電極１３としても使用可能である
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。なお、下部金属膜１０はＣｒからなる単層であっても良いが、Ｃｒ／Ｐｔ／Ａｕの積層
構造とするのは、Ａｕ層によってＣｒ層の酸化を防ぐとともに、Ｐｔ層によってＡｕ層と
半導体層の合金化を防ぐ効果をＣｒ単層の場合よりも高めることができるという理由によ
る。
【００６２】
次に、上記のようにして作製した本発明の受光素子１００の特性を、以下に説明する。
【００６３】
テールカレントの大きさは、受光領域以外の領域にどれだけの光量が入射するかというモ
ジュール構造に大きく依存する。従って、まずチップ特性として、受光素子の受光感度の
入射位置依存性を測定した。テールカレントの発生機構から理解され得るように、受光領
域以外の領域に信号光が入射した場合の感度が高いほど、テールカレントは大きくなる。
【００６４】
比較のために、上部金属膜のみを遮光マスクとして用い、下部金属膜を形成しなかったこ
と以外は実施の形態１と同様にして作製した受光素子と、遮光マスクを全く用いずに、上
部金属膜および下部金属膜を形成しなかったこと以外は実施の形態１と同様にして作製し
た受光素子についても、受光感度の入射位置依存性を測定した。この結果を、図３（ａ）
に示す。
【００６５】
図３（ａ）において、チップ中心（受光素子中心）から±５０μｍの範囲が、受光領域で
ある。図３（ａ）において、破線は遮光膜を全く用いなかった受光素子の特性であり、実
線は上部金属膜のみを遮光膜として用いた受光素子の特性である。受光領域においては、
比較例の受光素子は、いずれも約０．９Ａ／Ｗ程度の受光感度であった。図３（ａ）の破
線に示すように、全く遮光膜を用いない場合には、受光領域の外側の受光感度の低下は緩
やかであり、チップ端部でも０．０１Ａ／Ｗ以上の感度があった。一方、図３（ａ）の実
線に示すように、上部金属膜のみを遮光膜として用いた場合には、受光領域の外側で急激
に感度が低下するが、上部金属膜がなくなる領域（－２００μｍ以下と＋１００μｍ以上
の領域）では、全く遮光膜を用いない場合と同様の受光感度となった。
【００６６】
一方、図３（ｂ）は、上部金属膜と下部金属膜との両方を遮光マスクとして用いた本実施
形態の受光素子１００の特性である。本実施形態においても、受光領域で約０．９Ａ／Ｗ
程度の受光感度を示した。しかし、受光領域のすぐ外側では、感度が０．０１Ａ／Ｗ以下
に低下した。本発明によれば、受光素子の上面が完全に遮光されているので、再び受光感
度が増加するという現象は起らなかった。本実施形態では、チップの中心から±１００μ
ｍ以上離れた領域の受光感度は０．００１Ａ／Ｗ以下になり、十分にテールカレントが抑
制されていた。
【００６７】
図４は、上記した全く遮光マスクを備えない受光素子と、本実施形態による受光素子１０
０（上部金属膜と下部金属膜を遮光マスクとして備える）とについて、それぞれモジュー
ル実装した後のテールカレント特性を示している。ここで、入射光ビームの中心を受光領
域の中心と位置合わせして測定を行った。縦軸にテールカレント値を、横軸に信号光をオ
フしてからの経過時間をとっている。ここで、テールカレント値は、信号光が入射してい
る状態での電流値を１（０ｄＢ）とする相対値である。
【００６８】
図４に示されるように、遮光膜が全くない場合には、信号光をオフしてから５００ｎｓ経
過した後も、信号光電流の－３０ｄＢ（１０００分の１）以上のテールカレント値が残存
して観測された。これに対して、本実施形態の受光素子の場合には、信号光をオフしてか
ら約８０ｎｓ後には、テールカレント値が上記と同じく－３０ｄＢにまで低減しており、
非常に短時間でテールカレント値が低減され得ることがわかる。
【００６９】
なお、上部金属膜のみを遮光膜として備える従来の受光素子についてのテールカレント特
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性（図示せず）は、図４を参照して説明した両者の受光素子特性の中間の値となるが、モ
ジュールの光学結合の精度によって、その値は変化する。入射光ビームの中心が正確に受
光領域の中心と位置合わせされている場合には、２層の金属膜によって遮光した本実施形
態の受光素子の場合に近い特性となると考えられる。しかし、受光領域と遮光膜との位置
ずれが大きくなるに従って、遮光膜が全くない場合の特性に近付いていく。
【００７０】
以上のように、本実施形態によれば、テールカレントが十分に抑制された受光素子および
その製造方法が提供される。
【００７１】
（実施の形態２）
次に、本発明の他の実施形態の受光素子２００を、図５（ａ）および（ｂ）に示す。図５
（ａ）は受光素子２００の上面図、図５（ｂ）は図５（ａ）のＸ－Ｘ’線に沿った断面図
である。なお、実施の形態１と同じ部材については、同じ参照符号を付している。
【００７２】
まず、本発明の受光素子２００の構成を、図５（ａ）および（ｂ）を参照しながら以下に
説明する。
【００７３】
本発明の受光素子２００においては、ｎ型ＩｎＰ半導体基板１の上に、低濃度ｎ型ＩｎＧ
ａＡｓ光吸収層２および低濃度ｎ型ＩｎＰ窓層３が順次積層されている。窓層３には、島
状にＺｎ等のｐ型不純物が拡散された拡散領域４が形成されている。ここで、拡散領域４
の下方に位置する光吸収層２の領域が、受光領域１４となる。拡散領域４の上には、リン
グ状の負電極５が形成されている。一方、拡散領域４を除く窓層３の上には、例えばＣｒ
／Ｐｔ／Ａｕ（約５０ｎｍ／約１００ｎｍ／約２００ｎｍ）の積層膜よりなる下部金属膜
１０が、拡散領域４と近接しないように形成されている。さらに、窓層３と下部金属膜１
０とを覆うようにして、絶縁膜６が形成されている。絶縁膜６の上にはパッド７が形成さ
れ、負電極５とパッド７とは、絶縁膜６の上に形成された配線８によって、電気的に接続
されている。さらに、拡散領域４を取り囲み、かつ、配線８と重ならないようにして、絶
縁膜６の上に上部金属膜９が形成されている。ここで、負電極５、パッド７、配線８およ
び上部金属膜９は、同時に蒸着されたＴｉ／Ｐｔ／Ａｕ（約５０ｎｍ／約１００ｎｍ／約
２００ｎｍ）等の金属薄膜をパターニングしたものである。上部金属膜９と下部金属膜１
０との２層が遮光マスクとして機能する。ここまでの構成は、本発明の実施形態１の受光
素子１００と基本的に同じである。
【００７４】
なお、図５（ａ）において、同一金属薄膜よりなる負電極５、パッド７、配線８および上
部金属膜９には左下がりのハッチングを施しており、下部金属膜１０には右下がりのハッ
チングを施している。クロスハッチングの領域は、両者が重なった部分を示している。
【００７５】
本実施形態においては、図５（ｂ）に示すように、受光素子２００（具体的には、窓層３
）の上面の四隅に、上部金属膜９と下部金属膜１０とのどちらにも遮光されていない位置
合わせマーク１８が形成されている。また、図５（ａ）に示すように、窓層３および光吸
収層２が除去されたコンタクト穴１７が形成されており、コンタクト穴１７に下部金属膜
１０が接触して形成されている。ここで、コンタクト穴に接触している下部電極１０は、
正電極１３として機能する。さらに、半導体基板１の裏面には裏面金属膜１６が蒸着によ
り形成され、受光素子２００の側面には側面金属膜１５が蒸着により形成されている。
【００７６】
次に、本発明の受光素子２００の製造方法を説明する。
【００７７】
まず、実施の形態１と同様にして、半導体基板１の上に、光吸収層２および窓層３をＶＰ
Ｅ法あるいはＭＯＣＶＤ法などにより順次結晶成長させる。その後、窓層３に島状に不純
物を拡散して、拡散領域４を形成する。次いで、窓層３および光吸収層２をエッチングし
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て、コンタクト穴１７を形成する。続いて、下部金属膜１０、絶縁膜６、負電極５、配線
８、パッド７および上部金属膜９を、蒸着により形成する。さらに、裏面金属膜１６およ
び側面金属膜１５を蒸着により形成する。ここで、例えば、裏面金属膜１６と側面金属膜
１５とを同時に形成する方法として、以上のようにした作製された基板の上面を粘着シー
トに貼付け、この状態で基板を裏面からスクライブし、続いて粘着シートをエキスパンド
してチップ間に空間を設けた後に、金属を基板の裏面および空間に蒸着して形成するとい
う方法が挙げられる。
【００７８】
本実施形態は、実施形態１を踏まえた上で、より詳細な構造、特にフリップチップボンデ
ィングに適した受光素子の構造を提供するものである。
【００７９】
一般的に、本実施形態のように受光部は通常円形であるが、このような形状の受光部を位
置合わせに用いることは難しい。さらに、受光部以外の領域に位置合わせマークを形成し
ても、位置合わせマークの全領域が金属膜で覆われている場合には、位置合わせマークの
コントラストが小さくなるという問題がある。特に自動パターン認識装置を用いる場合に
は、位置合わせマークの識別が非常に困難になる。
【００８０】
これに対して、本実施形態の受光素子２００では、その上面周辺部に、上部金属膜９およ
び下部金属膜１０のどちらにも遮光されていない位置合わせマーク１８を備えているので
、受光素子をフリップチップボンディングする際に、自動パターン認識装置によって容易
に位置合わせをすることができる。この位置合わせマーク１８の大きさは、自動パターン
認識装置が認識できる程度で設計されてれば良く、受光素子のテールカレント特性に影響
を及ぼさない程度に小さくすることが好ましい。
【００８１】
本実施形態によれば、半導体基板１の上の拡散領域４の中央部と位置合わせマーク１８を
除く概ね全面が、上部金属膜９あるいは下部金属膜１０によって遮光されている。このよ
うな構成により、テールカレントを効果的に抑制することができ、かつフリップチップボ
ンディングの位置合わせを精度良く容易に行うことが可能になる。
【００８２】
さらに、本実施形態の受光素子２００をフリップチップボンディングで使用する場合は、
受光素子の上面の上に、負電極および正電極を形成する必要がある。本実施形態によれば
、受光素子２００は窓層３および光吸収層２の一部領域が除去されて形成されたコンタク
ト穴１７を有し、このコンタクト穴１７に下部金属膜１０が接触するように形成されてい
る。このような構成により、下部金属膜１０を正電極１３として機能させることができ、
下部金属膜１０を正電極１３と兼用することで、製造工程数を削減することができる。
【００８３】
さらに加えて、この受光素子２０をフリップチップボンディングで使用する場合は、受光
素子２００の上面に負電極５および正電極１３が形成されるので、半導体基板１の裏面に
電極を形成する必要がなくなる。しかし、受光素子モジュールの構成によっては、半導体
基板の裏面側から迷光が入射して、テールカレントを発生する場合もある。受光素子の上
面に負電極５および正電極１３が形成されて、半導体基板裏面に電極を設ける必要がない
場合でも、半導体基板裏面に裏面金属膜１６を形成することにより、上記のような迷光の
入射を回避できて、テールカレントの発生を抑制できる。
【００８４】
さらに、受光素子２００の側面から迷光が入射する場合もあるが、この場合には、受光素
子２００の側面に側面金属膜１５を形成することで、テールカレントの発生を抑制できる
。
【００８５】
なお、本実施形態においては、裏面金属膜および側面金属膜が共に形成された受光素子を
示したが、これらは必要に応じて形成されれば良く、いずれかのみが単独で形成されてい
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ても良く、あるいはこれらの形成を省略しても良い。
【００８６】
上記の実施形態１および２を通じて、化合物半導体材料は、上記で挙げた材料に限定され
ない。例えば、基板材料としてはＧａＡｓ、バッファ層材料としてはＧａＡｓ、光吸収層
材料としてはＧａＩｎＮＡｓ、窓層材料としてはＡｌＧａＡｓ、キャップ層材料としては
ＧａＡｓ等が挙げられる。さらに、本発明は化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードに限定
されるものではなく、シリコンｐｉｎフォトダイオードおよびその他の受光素子にも適用
され得る。
【００８７】
【発明の効果】
本発明によれば、高速の光応答をする受光素子であって、遮光マスクによってテールカレ
ントを効果的に低減し、かつワイヤボンディングあるいはフリップチップボンディングの
際にパッドと遮光膜がショートすることのない受光素子を実現できる。また、受光領域以
外の受光素子表面が端部まで遮光されて、テールカレントを大幅に低減することができる
受光素子を提供できる。さらに、遮光マスクを備えても、受光素子の素子容量が増加され
ない。
【００８８】
さらに、本発明によれば、一般の化合物半導体ｐｉｎフォトダイオードの製造方法と比較
して、工程数の増加が最小限に抑えられながら、テールカレントの低減された受光素子を
容易に製造できる方法が実現される。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】本発明の実施の形態１の受光素子１００を説明する図であり、（ａ）は上面図
、（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ’線に沿った断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａ（ａ）のＹ－Ｙ’線に沿った断面図である。
【図１Ｃ】本発明の実施形態１の受光素子１００を説明する図であり、（ａ）は上部金属
膜と同一パターンを用いて形成される金属層領域を説明する上面図であり、（ｂ）は下部
金属膜の形成領域を説明する上面図である。
【図２】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施形態１の受光素子１００の製造方法の各ステッ
プを示す工程断面図である。
【図３】受光素子の受光感度の入射位置依存性を示す特性図であり、（ａ）は比較例の受
光素子の特性図、（ｂ）は本発明の実施の形態１の受光素子１００の特性図である。
【図４】受光素子のテールカレントを示す特性図であり、白丸は比較例の受光素子の特性
図、黒丸は本発明の実施の形態１の受光素子１００の特性図である。
【図５】本発明の実施の形態２の受光素子２００を説明する図であり、（ａ）は上面図、
（ｂ）は（ａ）のＸ－Ｘ’線に沿った断面図である。
【図６】第１の従来例の受光素子６００を説明する図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）は
（ａ）のＸ－Ｙ線に沿った断面図である。および平面図である。
【図７】第２の従来例の受光素子７００を説明する図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）は
（ａ）のＸ－Ｙ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
１　半導体基板
２　光吸収層
３　窓層
４　拡散領域
５　負電極
６　絶縁膜
７　パッド
８　配線
９　上部金属膜
１０　下部金属膜
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１１　開口部
１２　端部
１３　正電極
１４　受光領域
１５　側面金属膜
１６　裏面金属膜
１７　コンタクト穴
１８　位置合わせマーク
１００、２００　受光素子

【 図 １ Ａ 】 【 図 １ Ｂ 】
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【 図 １ Ｃ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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